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地域医療構想策定における患者流出入を踏まえた 

必要病床数推計の都道府県間調整方法について 

 

 

 各都道府県における地域医療構想の策定については、医療法施行規則（昭和

23年厚生省令第 50号）、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進す

るための関係法律の整備等に関する法律の一部施行について」（平成 27年３月

31日付医政発第 0331第９号）及び「地域医療構想策定ガイドライン等につい

て」（平成 27年３月 31日付医政発 0331第 53号）の別添１「地域医療構想策

定ガイドライン」に基づき行うこととなっている。地域医療構想において都道

府県が定める、構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定され

た病床の機能区分ごとの将来の必要病床数等について、算定の基礎となるデー

タは、厚生労働省が示し、これを基に都道府県が算定することとしている。 

その際、都道府県間の供給数の調整について、８月 20日に行われた都道府県

との意見交換会及びその後いただいた意見を踏まえ、具体的な調整方法を下記

のとおり定めたので、貴職におかれては、この調整方法を踏まえ、将来のある

べき医療提供体制について、関係する都道府県と協議を進めるようお願いする。 

なお、これは今年度中に地域医療構想を策定することを念頭において定めて

おり、各都道府県の実情を踏まえて、適宜、都道府県間調整を行われたい。ま

た、当該都道府県間の合意により、下記によらず調整を行うことも差し支えな

い。 

 

記 

 

１．必要病床数の推計においては、患者住所地の医療需要を基本として定める

こととする。ただし、４機能別かつ二次医療圏別の 2025年の流出入表におい

て、流出又は流入している医療需要が 10人未満の場合は都道府県間調整の対
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象外とし、医療機関所在地における 10人未満の医療需要については、自都道

府県の医療需要として算出し、患者住所地における 10人未満の医療需要につ

いては、自都道府県の医療需要として算出しない。 

なお、医療需要の算出にあたっては、地域医療構想策定支援ツールの 2025

年度４機能別医療需要流出入表（二次医療圏別及び都道府県別）において小数

点以下第１位を四捨五入する。（必要病床数の算出にあっても同様とする。） 

 

２．現状（医療機関所在地）の他都道府県の患者数を前提とした医療提供体制

を維持（又は、一部維持）したいと考える都道府県が、流入の相手都道府県

に対して、協議を持ちかけることとする。（一方、必要に応じて、流出都道府

県から流入都道府県に協議を持ちかけてもよい。） 

 

３．協議においては、両都道府県は、例えば、患者・住民へのヒアリングの結

果、患者の受療動向等のデータ、それぞれの案を実行した場合の患者・住民

への医療サービスや財政的な影響等について検討した結果を、お互いに示す

こととする。また、両都道府県は、病床の整備に関する計画等の進捗状況を

必要に応じて示すこととする。こうした協議を行うことにより、いずれの都

道府県の計画が、より実効性が高いかを両都道府県で判断し、調整を行うこ

ととする。 

なお、地域医療構想策定支援ツールで用いたデータと同等かつより詳細なデ

ータを用いて協議を行っても良い。 

 

４．平成 27年 12月を期限に協議を行うこととし、期限までに調整できない場

合には、調整の対象となっていた医療需要は、医療機関所在地の医療需要と

して算出する。 

 




